
昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
四
号
（
法
人
に
対
す

る
政
府
の
財
政
援
助
の
制
限
に
関
す
る
法
律
）

第
一
条
　
会
社
そ
の
他
の
法
人
は
、
他
の
法
令
又
は
定
款

に
か
か
は
ら
ず
、
政
府
の
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資
に

対
し
て
、
政
府
以
外
の
者
の
所
有
す
る
株
式
又
は
出
資

に
対
す
る
と
同
一
の
条
件
を
以
て
、
利
益
又
は
剰
余
金

の
配
当
又
は
分
配
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
二
条
　
政
府
は
、
他
の
法
令
又
は
契
約
に
か
か
は
ら

ず
、
会
社
そ
の
他
の
法
人
に
対
し
、
毎
事
業
年
度
に
お

け
る
配
当
又
は
分
配
す
る
こ
と
が
で
き
る
利
益
又
は
剰

余
金
の
額
を
払
込
済
株
金
額
又
は
出
資
金
額
に
対
し
て

一
定
の
割
合
に
達
せ
し
め
る
た
め
の
補
給
金
は
、
こ
れ

を
交
付
し
な
い
。

前
項
の
規
定
に
よ
つ
て
補
給
金
の
交
付
を
受
け
る
こ

と
の
で
き
な
い
会
社
そ
の
他
の
法
人
に
つ
い
て
、
法

令
、
契
約
又
は
定
款
に
特
別
の
配
当
準
備
の
た
め
の
積

立
を
す
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
旨
の
規
定
が
あ
る
と
き

は
、
そ
の
規
定
は
効
力
を
失
ふ
。

第
三
条
　
政
府
又
は
地
方
公
共
団
体
は
、
会
社
そ
の
他
の

法
人
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
保
証
契
約
を
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
。
た
だ
し
、
財
務
大
臣
（
地
方
公
共
団
体
の

す
る
保
証
契
約
に
あ
つ
て
は
、
総
務
大
臣
）
の
指
定
す

る
会
社
そ
の
他
の
法
人
の
債
務
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。

附
　
則

こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
、
こ
れ
を
施
行
す

る
。第

二
条
の
規
定
は
、
昭
和
二
十
年
四
月
一
日
以
後
に

終
了
す
る
事
業
年
度
の
分
か
ら
、
こ
れ
を
適
用
す
る
。

第
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
会
社
そ
の
他
の
法
人
に

つ
い
て
、
こ
の
法
律
施
行
の
際
、
現
に
同
項
に
規
定
す

る
配
当
準
備
の
為
の
積
立
金
が
あ
る
と
き
は
、
そ
の
積

立
金
は
、
同
項
に
規
定
す
る
法
令
、
契
約
又
は
定
款
に

規
定
す
る
目
的
以
外
の
目
的
に
も
、
こ
れ
を
使
用
す
る

こ
と
が
で
き
る
。

附
　
則
　
（
昭
和
三
八
年
六
月
八
日
法
律
第
九
九

号
）
　
抄

（
施
行
期
日
及
び
適
用
区
分
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
中
目
次
の
改
正
規
定
（
第
三
編
第
四

章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
一
条
の

二
の
改
正
規
定
、
第
二
条
第
三
項
第
八
号
の
改
正
規

定
、
第
二
百
六
十
三
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
、
第
三
編
第
四
章
の
次
に
一
章
を
加
え
る
改
正

規
定
、
附
則
第
二
十
条
の
二
の
次
に
一
条
を
加
え
る
改

正
規
定
及
び
別
表
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
五
条

か
ら
附
則
第
十
八
条
ま
で
、
附
則
第
二
十
四
条
（
地
方

開
発
事
業
団
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）
、
附
則
第
二
十

五
条
（
地
方
開
発
事
業
団
に
関
す
る
部
分
に
限
る
。
）

及
び
附
則
第
三
十
五
条
の
規
定
（
以
下
「
財
務
以
外
の

改
正
規
定
等
」
と
い
う
。
）
は
公
布
の
日
か
ら
、
普
通

地
方
公
共
団
体
に
係
る
会
計
の
区
分
、
予
算
の
調
製
及

び
議
決
、
継
続
費
、
繰
越
明
許
費
、
債
務
負
担
行
為
、

予
算
の
内
容
、
歳
入
歳
出
予
算
の
区
分
、
予
備
費
、
補

正
予
算
及
び
暫
定
予
算
、
地
方
債
並
び
に
一
時
借
入
金

に
関
す
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
四
条
、
附
則
第
五

条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
、
附
則
第
六
条
第
一

項
並
び
に
附
則
第
八
条
の
規
定
（
以
下
「
予
算
関
係
の

改
正
規
定
」
と
い
う
。
）
は
昭
和
三
十
九
年
一
月
一
日

か
ら
、
そ
の
他
の
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
二
条
、
附

則
第
三
条
、
附
則
第
五
条
第
三
項
、
附
則
第
六
条
第
二

項
及
び
第
三
項
、
附
則
第
七
条
、
附
則
第
九
条
か
ら
附

則
第
十
四
条
ま
で
、
附
則
第
十
九
条
か
ら
附
則
第
二
十

三
条
ま
で
、
附
則
第
二
十
四
条
（
地
方
開
発
事
業
団
に

関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
附
則
第
二
十
五
条
（
地
方
開

発
事
業
団
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
並
び
に
附
則
第

二
十
六
条
か
ら
附
則
第
三
十
四
条
ま
で
の
規
定
は
同
年

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第

一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）

は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め

る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質

及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正

す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）

、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二

十
四
条
第
二
項
、
第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び

第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

1


